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建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康
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（
規
則
第
七
八
号
）

１　

二
級
建
築
士
名
簿
又
は
木
造
建
築
士
名
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
三
条
関
係
）

　

�　

定
期
講
習
の
修
了
年
月
日
及
び
修
了
証
の
番
号

　

�　

管
理
建
築
士
講
習
の
修
了
年
月
日
及
び
修
了
証
の
番
号

２　

二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
五
条
の
八
関
係
）

３　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、

３
に
つ
い
て
は
、
同
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
佐
賀
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
号
中
「
本
籍
地
の
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
者
の
有
す
る
国
籍
名
）、」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
又
は
業
務
停
止
」
を
「
、
業
務

停
止
又
は
免
許
の
取
消
し
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

法
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
講
習
の
修
了

証
の
番
号

六　

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
講
習
を
修
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
講
習
の
修
了
証
の
番
号

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
学
校
を
」
を
「
学
校
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築

に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
の
う
ち
」
を
削
り
、「
実
務
」
を
「
法
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
実

務
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
縦
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」

を
「
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
二
項
」

に
改
め
、「
す
る
者
」
の
下
に
「（
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
「
指
定
申
請
者
」
と
い
う
。）」

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
住
所
」
を
「
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
住
所
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
」
を
「
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
（
以
下
単
に
「
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
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同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
り
、「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証

明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三

項
」
に
、「
第
十
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一　

指
定
申
請
者
が
法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
五
第

二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

　

第
十
五
条
の
三
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第

十
五
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」

に
、「
第
十
五
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第
十
五
条
の
三
第
二
項
第
四

号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
関
す
る
誓
約
書
」
を
「
第
十
条
の
五
第
二
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
該

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
五
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第

十
五
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
六
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」

に
、「
第
十
五
条
の
八
第
一
項
前
段
」
を
「
第
十
条
の
九
第
一
項
前
段
」
に
、「
試
験
事
務
規

定
」
を
「
試
験
事
務
規
程
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を

「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第
十
五
条
の
八
第
一
項
後
段
」
を
「
第
十
条
の
九
第
一
項

後
段
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
七
第
一
項
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」

に
、「
第
十
五
条
の
九
第
一
項
前
段
」
を
「
第
十
の
十
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第
十
五
条
の
九
第
一

項
後
段
」
を
「
第
十
条
の
十
第
一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

報
告
書
等
（
第
一
項
の
報
告
書
及
び
前
項
の
添
付
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
書
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定
試
験
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当

該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二　

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
整
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事

に
交
付
す
る
方
法

　

第
十
五
条
の
九
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第

十
五
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
十
中
「
第
十
五
条
の
十
七
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
に
、「
第

十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、「
第
十
五

条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
十
条
の
十
五
第
二
項
」
に
、「
第
十
五
条
の
十
四
第
四
項
」
を

「
第
十
条
の
十
六
第
三
項
」
に
、「
第
十
五
条
の
十
五
第
二
項
」
を
「
第
十
条
の
十
七
第
三

項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
の

二
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（「
又
は
寄
附
行
為
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
同
年
十

二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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建
築
士
法
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

　
　
　

建
築
士
法
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
関
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

��

��
�

�
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こ
の
規
程
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
六
条
第
二
項

の
二
級
建
築
士
名
簿
及
び
木
造
建
築
士
名
簿
並
び
に
同
法
第
二
十
三
条
の
九
各
号
に
掲
げ

る
書
類
（
以
下
「
名
簿
等
」
と
い
う
。）
の
閲
覧
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

　

（
閲
覧
所
の
設
置
）

�
�
�　

名
簿
等
の
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。）
は
、
佐
賀
県
県
土
づ
く
り
本
部

建
築
住
宅
課
内
に
置
く
。

　

（
閲
覧
時
間
）

�
�
�　

閲
覧
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

　

（
閲
覧
に
供
し
な
い
日
）

�
�
�　

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
佐
賀
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
佐
賀

県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
は
、
閲
覧
に
供
し
な
い
日

（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。）
と
す
る
。

　

（
臨
時
休
日
等
）

�
�
�　

知
事
は
、
名
簿
等
を
整
理
す
る
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

三
条
の
閲
覧
時
間
を
伸
縮
し
、
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
前
条
の
休
日
の
ほ
か
、
臨
時
に
休

日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
閲
覧
所

に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
名
簿
等
の
持
ち
出
し
禁
止
）

�
�
�　

名
簿
等
を
閲
覧
す
る
者
は
、
名
簿
等
を
閲
覧
所
の
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
閲
覧
の
停
止
又
は
禁
止
）

�
�
�　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
名
簿
等
の
閲
覧
を
停

止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二　

名
簿
等
を
汚
損
し
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
三　

他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

四　

閲
覧
所
の
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
に
認
め
ら
れ

る
者
（
昭
和
五
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
七
百
十
五
号
）
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日

限
り
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

一　

次
の
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
す
べ
て
を
履

修
し
た
者
の
う
ち
、
当
該
履
修
に
よ
る
総
単
位
数
が
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
以
上

で
卒
業
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒
業
後
当
該
単
位
数
の
区
分
に
応
じ
た
建
築
実
務

（
建
築
士
法
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
経
験
を

同
表
�
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
有
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
科
目
の

す
べ
て
を
履
修
し
た
総
単
位
数
が
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
に
満
た
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
科
目
の
す
べ
て
を
履
修
し
た
総
単
位
数
と
そ
れ
以
外
の
建
築
に
関
す
る

科
目
の
総
単
位
数
と
を
合
算
し
た
数
を
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
と
す
る
。 

�

学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第

二
十
六
号
）

に
よ
る
大
学

又
は
高
等
専

門
学
校

�

一　

五
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す
る
講
義

又
は
演
習
（
建
築
物
等
の
建
築
工
事
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
と
な
る
図
面
等
の
作
成
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
建
築
物
等
の
形
態
、
建
築

材
料
及
び
構
造
等
を
決
め
、
そ
れ
を
図
面
に
表
示
す

る
こ
と
を
標
準
的
な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
）

�

三
十
単
位

�
一
年
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十
九
年
法
律

第
百
六
十
四

号
）
に
よ
る

防
衛
大
学
校

又
は
職
業
能

力
開
発
促
進

法
（
昭
和
四

十
四
年
法
律

第
六
十
四

号
）
に
よ
る

職
業
能
力
開

発
総
合
大
学

校
、
職
業
能

力
開
発
大
学

校
若
し
く
は

職
業
能
力
開

発
短
期
大
学

校学
校
教
育
法

に
よ
る
高
等

学
校
又
は
中

等
教
育
学
校

二　

七
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境
工
学
又
は

建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
若
し
く
は
演
習

三　

六
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般
構
造
又
は

建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
若
し
く
は
演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

一　

三
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す
る
講
義

又
は
演
習

二　

二
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境
工
学
又
は

建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
又
は
演
習

三　

三
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般
構
造
又
は

建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
又
は
演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

三
十
単
位

二
十
単
位

十
五
単
位

一
年

二
年

四
年

　
　

科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

（注）
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
規
定
の
例

に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法
に
よ
る
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和

五
十
年
文
部
省
省
令
第
二
十
一
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法
に
よ
る
高

等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二

十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発

大
学
校
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
職
業

防
衛
省
設
置

法
（
昭
和
二

二　

七
単
位
以
上
の
建
築
計
画
に
関
す
る
講
義
若
し

く
は
演
習
（
空
間
に
お
け
る
建
築
物
等
の
配
置
に
係

る
計
画
を
作
成
す
る
際
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
人
間
の
行
動
及
び
意
識
並
び
に
建
築
物
等

及
び
そ
の
周
辺
の
空
間
の
在
り
方
が
人
間
の
行
動

及
び
意
識
に
与
え
る
作
用
に
関
す
る
も
の
を
標
準

的
な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
建

築
環
境
工
学
に
関
す
る
講
義
若
し
く
は
演
習
（
建
築

物
の
室
内
に
お
け
る
光
、
音
、
空
気
、
温
度
等
の
環

境
が
人
の
健
康
等
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
も
の

を
標
準
的
な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
若
し
く
は
演

習
（
快
適
な
室
内
環
境
の
形
成
及
び
維
持
の
た
め
に

必
要
な
換
気
、
暖
房
、
冷
暖
等
の
設
備
、
建
築
物
の

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
消
火
、
排
煙
等

の
設
備
及
び
そ
れ
ら
の
設
備
を
運
転
す
る
た
め
に

必
要
な
電
気
、
ガ
ス
等
の
設
備
そ
の
他
の
設
備
に
関

す
る
も
の
を
標
準
的
な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）

三　

六
単
位
以
上
の
構
造
力
学
に
関
す
る
講
義
若
し

く
は
演
習
（
建
築
物
等
の
応
力
又
は
変
形
等
を
求
め

る
構
造
計
算
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
も
の
を
標
準

的
な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
建

築
一
般
構
造
に
関
す
る
講
義
若
し
く
は
演
習
（
建
築

物
等
の
一
般
的
な
構
造
に
関
す
る
も
の
を
標
準
的

な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は

建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
若
し
く
は
演
習
（
建
築
物

等
に
使
用
さ
れ
る
木
材
、
鋼
材
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等

の
材
料
に
関
す
る
も
の
を
標
準
的
な
内
容
と
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習
（
建
築
物
等
の
企
画
、
設
計
、
工
事
施
工
等
の

建
築
物
が
生
産
さ
れ
る
過
程
に
関
す
る
も
の
を
標

準
的
な
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習
（
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
た
法
令

及
び
建
築
行
政
等
に
関
す
る
も
の
を
標
準
的
な
内

容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

一　

五
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す
る
講
義

又
は
演
習

二
十
単
位

四
十
単
位

二
年

零
年
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能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基

準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
五
十

八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二　

次
の
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に

よ
る
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
で
そ
の
修
業
年
限
が
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の

課
程
に
お
い
て
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
す
べ
て
を
履
修
し
た
者
の
う
ち
、
当
該
履

修
に
よ
る
総
単
位
数
が
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
以
上
で
卒
業
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
卒
業
後
当
該
単
位
数
の
区
分
に
応
じ
た
建
築
実
務
経
験
を
同
表
�
欄
に
掲
げ
る
年
数

以
上
有
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
す
べ
て
を
履
修
し
た
総
単

位
数
が
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
科
目
の
す

べ
て
を
履
修
し
た
総
単
位
数
と
そ
れ
以
外
の
建
築
に
関
す
る
科
目
の
総
単
位
数
と
を
合
算

し
た
数
を
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
と
す
る
。

�

学
校
教
育
法

に
よ
る
高
等

学
校
若
し
く

は
中
等
教
育

学
校
又
は
旧

中
等
学
校
令

（
昭
和
十
八

年
勅
令
第
三

十
六
号
）
に

よ
る
中
等
学

校

�
二
年

一
年

�

一　

五
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す

る
講
義
又
は
演
習

二　

七
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境

工
学
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

三　

六
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般

構
造
又
は
建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

一　

三
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す

る
講
義
又
は
演
習　

二　

二
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境

工
学
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

三　

三
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般

�

四
十
単
位

三
十
単
位

二
十
単
位

二
十
単
位

�
零
年

一
年

二
年

三
年

学
校
教
育
法

に
よ
る
中
等

学
校

二
年

一
年

　

構
造
又
は
建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

一　

三
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す

る
講
義
又
は
演
習

二　

二
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境

工
学
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

三　

三
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般

構
造
又
は
建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

十
五
単
位

十
単
位

四
年

五
年

　
　

科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学

（注）
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、

同
法
に
よ
る
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

三　

次
の
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業

能
力
開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職

業
訓
練
で
そ
の
修
業
年
限
が
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
課
程
に
お
い
て
同
表
の

�
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
す
べ
て
を
履
修
し
た
者
の
う
ち
、
当
該
履
修
に
よ
る
総
単
位
数
が

同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
以
上
で
卒
業
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
卒
業
後
当
該
単

位
数
の
区
分
に
応
じ
た
建
築
実
務
経
験
を
同
表
�
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
有
す
る
も
の
。

た
だ
し
、
同
表
の
�
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
す
べ
て
を
履
修
し
た
総
単
位
数
が
同
表
の
�
欄

に
掲
げ
る
単
位
数
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
科
目
の
す
べ
て
を
履
修
し
た
総

単
位
数
と
そ
れ
以
外
の
建
築
に
関
す
る
科
目
の
総
単
位
数
と
を
合
算
し
た
数
を
同
表
の
�

欄
に
掲
げ
る
単
位
数
と
す
る
。
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学
校
教
育
法

に
よ
る
高
等

学
校
若
し
く

は
中
等
教
育

学
校
又
は
旧

中
等
学
校
令

に
よ
る
中
学

校学
校
教
育
法

に
よ
る
中
等

学
校

�
三
年

二
年

一
年

三
年

二
年

一
年

�

一　

五
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す

る
講
義
又
は
演
習

二　

七
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境

工
学
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

三　

六
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般

構
造
又
は
建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

一　

三
単
位
以
上
の
建
築
設
計
製
図
に
関
す

る
講
義
又
は
演
習

二　

二
単
位
以
上
の
建
築
計
画
、
建
築
環
境

工
学
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

三　

三
単
位
以
上
の
構
造
力
学
、
建
築
一
般

構
造
又
は
建
築
材
料
に
関
す
る
講
義
又
は

演
習

四　

一
単
位
以
上
の
建
築
生
産
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

五　

一
単
位
以
上
の
建
築
法
規
に
関
す
る
講

義
又
は
演
習

�

三
十
単
位

二
十
単
位

二
十
単
位

二
十
単
位 

十
五
単
位

十
単
位

�
一
年

二
年

三
年

三
年

四
年

五
年

　
　

科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う

（注）
も
の
と
す
る
。

四　

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
七
条
の
十
八
に

規
定
す
る
建
築
設
備
士

五　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前

の
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
に
認
め
ら
れ
る
者

（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。）
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
を
こ
れ
ら
の
課
程
に
応

じ
て
そ
れ
ぞ
れ
旧
告
示
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
告
示
第
一
号
等
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
年
数
に
満
た
な
い
年
数
し

か
有
し
な
い
者
で
、
施
行
日
以
後
に
施
行
日
前
の
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
年
数
と
施

行
日
以
後
の
建
築
実
務
の
経
験
年
数
を
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
旧

告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
以
上
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六　

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
旧
告
示
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
旧
告
示
第
一
号
等
」
と
い
う
。）
に
掲
げ
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で
、
施
行

日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
旧
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
も
の

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
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